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第 2表 重大事故等対策における操作の成立性（１／１１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1.0.2 重大事故等対策における操作の成立性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2表 重大事故等対策における操作の成立性（１／11） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

設備構成，対応する

要員及び所要時間の相

違 
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第 2表 重大事故等対策における操作の成立性（２／１１） 表 1.0.2 重大事故等対策における操作の成立性 第 2表 重大事故等対策における操作の成立性（２／11） 
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第 2表 重大事故等対策における操作の成立性（３／１１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1.0.2 重大事故等対策における操作の成立性 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2表 重大事故等対策における操作の成立性（３／11） 
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第 2表 重大事故等対策における操作の成立性（４／１１） 表 1.0.2 重大事故等対策における操作の成立性 第 2表 重大事故等対策における操作の成立性（４／11） 
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第 2表 重大事故等対策における操作の成立性（５／１１） 表 1.0.2 重大事故等対策における操作の成立性 第 2表 重大事故等対策における操作の成立性（５／11） 
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第 2表 重大事故等対策における操作の成立性（６／１１） 表 1.0.2 重大事故等対策における操作の成立性 第 2表 重大事故等対策における操作の成立性（６／11） 
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第 2表 重大事故等対策における操作の成立性（７／１１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1.0.2 重大事故等対策における操作の成立性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2表 重大事故等対策における操作の成立性（７／11） 
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第 2表 重大事故等対策における操作の成立性（８／１１） 表 1.0.2 重大事故等対策における操作の成立性 第 2表 重大事故等対策における操作の成立性（８／11） 
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第 2表 重大事故等対策における操作の成立性（９／１１） 表 1.0.2 重大事故等対策における操作の成立性 第 2表 重大事故等対策における操作の成立性（９／11） 
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第 2表 重大事故等対策における操作の成立性（１０／１１） 表 1.0.2 重大事故等対策における操作の成立性 第 2表 重大事故等対策における操作の成立性（10／11） 
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第 2表 重大事故等対策における操作の成立性（１１／１１） 第 2表 重大事故等対策における操作の成立性（11／11） 
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まとめ資料比較表 〔技術的能力 1.0.1 本来の用途以外の用途として使用する重大事故等に対処するための設備に係る切り替えの容易性について〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所(2018.9.18版) 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

相違No. 相違理由

①
島根２号炉は，重大事故等対処設備（本来の用途）として低圧原子炉代替注水系を新規設置しているため，柏崎6/7の復水補給水系にあたる復水輸送系は自主対策設備として第２
表に記載

② 東海第二は，旧緊急時対策所のガスタービン発電機の供給先を切り替えて非常用所内電気設備へ給電する手順を整備

③ 技術的能力1.1～1.19に記載する設備又は運用による対応手順の差異（手順の詳細比較は，各技術的能力1.1～1.19で実施）

④ 島根２号炉は，重大事故等対処設備（本来の用途）として，残留熱代替除去系を新規設置

⑤ 島根２号炉は，閉止フランジを使用しておらず，東海第二は，「補給水系～消火系～注水配管」間において，系統分離のため閉止フランジを取り付け

⑥ 島根２号炉は，吸込ラインの切替え弁が無いため，対応不要

⑦ 島根２号炉は，Ｂ又はＣ－ＲＨＲ配管を使用する場合，現場手動弁の開操作が必要（Ａ－ＲＨＲ配管の場合は，中央操作で完結）

⑧ 島根２号炉は，消火ポンプが電動駆動だが，柏崎6/7及び東海第二は，ディーゼル駆動

　比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。
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添付資料 1.0.1 

 

柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉 

 

 

本来の用途以外の用途として使用する 

重大事故等に対処するための 

設備に係る切り替えの容易性について 

 

＜ 目 次 ＞ 

1.  切替えの容易性について・・・・・・・・・・・・1.0.1-1 

 

第1表 本来の用途以外で使用する重大事故等対処設備・・1.0.1-2 

第2表 本来の用途以外で使用する自主対策設備・・・・1.0.1-3 

第3表 対応手順の抽出・・・・・・・・・・・・・・・・・1.0.1-4 

別紙１ 重大事故等に対処するために，本来の用途以外の用途と

して使用する設備・系統の対応手順・・・・・1.0.1-12 

添付資料 1.0.1 

 

東海第二発電所 

 

 

本来の用途以外の用途として使用する 

重大事故等に対処するための 

設備に係る切り替えの容易性について 

 

目  次 

1． 切り替えの容易性について・・・・・・・・・・・・1.0.1-1 

 

表 1 本来の用途以外で使用する重大事故等対処設備・1.0.1－2 

表 2 本来の用途以外で使用する自主対策設設備・・・1.0.1－3 

表 3 対応手順の抽出・・・・・・・・・・・・・・・1.0.1－6 

別紙1 重大事故等に対処するために，本来の用途以外の用途とし

て使用する設備・系統の対応手順・・・・・・1.0.1－15 

添付資料 1.0.1 

 

島根原子力発電所２号炉 

 

 

本来の用途以外の用途として使用する 

重大事故等に対処するための 

設備に係る切り替えの容易性について 

 

＜ 目 次 ＞ 

1. 切り替えの容易性について・・・・・・・・・・・・1.0.1-1 

 

第1表 本来の用途以外で使用する重大事故等対処設備・・1.0.1-2 

第2表 本来の用途以外で使用する自主対策設備・・・・1.0.1-3 

第3表 対応手順の抽出・・・・・・・・・・・・・・・・1.0.1-5 

別紙 1 重大事故等に対処するために，本来の用途以外の用途と

して使用する設備・系統の対応手順・・・・・・1.0.1-12 

 

 

134



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所(2018.9.18版) 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

１．切替えの容易性について 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使

用する設備については，通常時に使用する系統から弁操作等に

より速やかに重大事故時に対処する系統に切り替えるために必

要な手順を事故時運転操作手順書に整備する。 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使

用する設備としては，復水補給水系，ほう酸水注入系，消火系

があり，表 1 に本来の用途以外で使用する重大事故等対処設備

を表 2 に本来の用途以外で使用する自主対策設備を示し，表 3 

に対応手順の抽出，別紙 1に操作の概要を示す。 

また，通常時に使用する系統から弁操作又は工具等の使用に

より速やかに切り替えるため，当該操作を明確にした手順等を

整備するとともに，当該操作に係る訓練を継続的に実施するこ

とにより速やかに切替えできるよう技能の維持・向上を図る。 

1. 切り替えの容易性について 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使

用する設備については，通常時に使用する系統から弁操作等に

より速やかに重大事故時に対処する系統に切り替えるために必

要な手順を運転手順書に整備する。 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使

用する設備としては，ほう酸水注入系，補給水系，及び消火系

がある。表 1に本来の用途以外で使用する重大事故等対処設備，

表 2 に本来の用途以外で使用する自主対策設備を示し，表 3 に

対応手順の抽出，別紙 1に操作の概要を示す。 

また，通常時に使用する系統から速やかに切り替えるための

手順を整備するのみではなく，当該操作に係る訓練を継続的に

実施することにより速やかに切り替えができるよう技能の維

持・向上を図る。 

 

1. 切り替えの容易性について 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使

用する設備については，通常時に使用する系統から弁操作等に

より速やかに重大事故時に対処する系統に切り替えるために必

要な手順を事故時操作要領書に整備する。 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使

用する設備としては，ほう酸水注入系，復水輸送系，消火系が

あり，第 1 表に本来の用途以外で使用する重大事故等対処設備

を，第 2 表に本来の用途以外で使用する自主対策設備を示し，

第 3表に対応手順の抽出，別紙 1に操作の概要を示す。 

また，通常時に使用する系統から弁操作又は工具等の使用に

より速やかに切り替えるため，当該操作を明確にした手順等を

整備するとともに，当該操作に係る訓練を継続的に実施するこ

とにより速やかに切り替えできるよう技能の維持・向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，「ほう

酸水注入系による原子

炉圧力容器への注水」手

順の継続注水を実施す

るために復水輸送系と

ホース接続する際に工

具を使用 
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第１表 本来の用途以外で使用する重大事故等対処設備 

 

表 1 本来の用途以外で使用する重大事故等対処設備 

 

第 1表 本来の用途以外で使用する重大事故等対処設備 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，重大事

故等対処設備（本来の用

途）として低圧原子炉代

替注水系を新規設置し

ているため，柏崎 6/7

の復水補給水系にあた

る復水輸送系は自主対

策設備として第２表に

記載（以下，①の相違） 
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第 2表 本来の用途以外で使用する自主対策設備 

 

表 2（1／3） 本来の用途以外で使用する自主対策設備 

 

 

表 2（2／3） 本来の用途以外で使用する自主対策設備 

 

第 2表 本来の用途以外で使用する自主対策設備(１／２) 

 
 

 

第 2表 本来の用途以外で使用する自主対策設備(２／２) 

  

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，補助消

火水槽及び補助消火ポ

ンプを有しており，当該

設備による注水又はス

プレイも可能 
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 表 2（3／3） 本来の用途以外で使用する自主対策設備 

 

 ・設備の相違 

【東海第二】 

東海第二は，旧緊急時

対策所のガスタービン

発電機の供給先を切り

替えて非常用所内電気

設備へ給電する手順を

整備（以下，②の相違） 
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・設備又は運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

技術的能力 1.1～

1.19に記載する設備又

は運用による対応手順

の差異（手順の詳細比較

は，各技術的能力 1.1～

1.19で実施）（以下，③

の相違） 

第
3
表
 
対
応
手
順
の
抽
出
(１

／
７
) 

第
３
表
 
対
応
手
段
の
抽
出

 

表
3 

対
応
手
順
の
抽
出
（
１
／
９
）
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第
3
表
 
対
応
手
順
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出
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／
７
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表
3 

対
応
手
順
の
抽
出
（
２
／
９
）
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第
3
表
 
対
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順
の
抽
出
(３

／
７
) 

表
3 

対
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順
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（
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／
９
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3
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別紙１ 

 

重大事故等に対処するために，本来の用途以外の用途として 

使用する設備・系統の対応手順 

 

１．低圧代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水 

２．代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器

内の冷却 

３．格納容器下部注水系（常設）による原子炉格納容器下部への

注水 

４．復水補給水系を用いた代替循環冷却 

 

 

 

 

 

５．ほう酸水注入系による進展抑制 

 

６．消火系による原子炉圧力容器への注水 

７．消火系による原子炉格納容器内の冷却 

８．消火系による原子炉格納容器下部への注水 

９．消火系による使用済燃料プールへの注水 

別紙 1 

 

重大事故等に対処するために，本来の用途以外の用途として 

使用する設備・系統の対応手順 

 

2．補給水系による原子炉圧力容器への注水 

3．補給水系による原子炉格納容器内へのスプレイ 

 

4．補給水系によるペデスタル（ドライウェル部）への注水 

 

 

 

 

 

 

 

1．ほう酸水注入系による原子炉圧力容器への注水 

 

5．消火系による原子炉圧力容器への注水 

6．消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ 

7．消火系によるペデスタル（ドライウェル部）への注水 

8．消火系による使用済燃料プ―ル注水 

9．緊急時対策室建屋ガスタ―ビン発電機による給電 

別紙 1 

 

重大事故等に対処するために，本来の用途以外の用途として 

使用する設備・系統の対応手順 

 

1. 復水輸送系による原子炉圧力容器への注水 

2. 復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイ 

 

3. 復水輸送系によるペデスタル内への注水 

 

 

 

 

 

 

 

4. ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入及び

注水（進展抑制） 

5. 消火系による原子炉圧力容器への注水 

6. 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ 

7. 消火系によるペデスタル内への注水 

8. 消火系による燃料プールへの注水 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，重大事

故等対処設備（本来の用

途）として，残留熱代替

除去系を新規設置（以

下，④の相違） 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 
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１．低圧代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水 

（１）操作概要 

原子炉冷却材喪失時等において，給水系・非常用炉心冷却

系による原子炉注水機能が喪失し，原子炉水位を維持できな

い場合，復水補給水系を使用した原子炉圧力容器への注水を

行う。 

 

①復水補給水系から原子炉圧力容器までの系統構成として，

タービン負荷遮断弁（第 1 図①）を「閉」し，復水移送ポ

ンプ（第 1図④）を起動する。 

 

 

②残留熱除去系注入弁（第 1 図⑥）を「開」し，原子炉圧力

容器を逃がし安全弁（第 1図⑤）にて減圧する。 

③原子炉圧力が復水補給水系統圧力以下にて残留熱除去系洗

浄水弁(第 1 図③)を「開」し，原子炉圧力容器への注水が

開始されることを原子炉水位計，原子炉圧力計，復水補給

水系統圧力計，残留熱除去系注入配管流量計にて確認する。 

 

その後，復水補給水系常／非常用連絡管止め弁（第 1図②）

を「開」する。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）操作の容易性について 

低圧代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水に

ついては，現場対応操作が復水補給水系の常／非常用連絡管

止め弁（２弁）の「開」操作で，その他の操作と監視計器の

確認は中央制御室で対応が可能なため，容易に操作可能であ

る。 

 

 

 

 

2. 補給水系による原子炉圧力容器への注水 

(1) 操作概要 

原子炉冷却材喪失事象等において，給水系・非常用炉心冷

却系による原子炉注水機能が喪失し，原子炉水位を維持でき

ない場合，補給水系を使用して原子炉圧力容器へ注水を実施

する。 

①連絡配管閉止フランジ（図①）の付け替えを実施する。 

②補給水系から原子炉圧力容器までの系統構成として，補給

水系―消火系連絡ライン止め弁（図②及び図③）を「開」

し，補助ボイラ冷却水元弁（図④）を「閉」とする。 

③残留熱除去系（Ｂ）消火系ライン弁（図⑤及び図⑥）を「開」

し，復水移送ポンプ（図⑦）を起動する。 

④原子炉圧力容器を逃がし安全弁（図⑧）にて減圧し，残留

熱除去系（Ｂ）注入弁（図⑨）を「開」とする。 

⑤原子炉圧力が復水移送系統圧力以下にて，原子炉への注水

が開始されることを原子炉水位計，原子炉圧力計，復水移

送系系統圧力計，残留熱除去系系統流量計にて確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 操作の容易性 

補給水系による原子炉圧力容器への注水における連絡配管

閉止フランジ（図①）の切替操作は，単純作業であり容易に

付け替えが可能である。また，現場対応操作は補給水系―消

火系連絡ライン止め弁（図②及び図③）の 2 弁「開」操作，

補助ボイラ冷却水元弁（図④）の 1 弁「閉」操作であり，そ

の他の操作と監視計器の確認は中央制御室で対応が可能なた

め，容易に操作可能である。 

 

 

1. 復水輸送系による原子炉圧力容器への注水 

(1) 操作概要 

原子炉冷却材喪失時等において，給水系・非常用炉心冷却

系による原子炉注水機能が喪失し，原子炉水位を維持できな

い場合，復水輸送系を使用した原子炉圧力容器への注水を行

う。 

 

①復水輸送系から原子炉圧力容器までの系統構成として，Ｃ

ＷＴ Ｔ／Ｂ供給遮断弁（第１図①）を「閉」し，復水輸

送ポンプ（第１図②）を起動する。 

 

 

②Ａ－ＲＨＲ注水弁（第１図③）を「開」し，原子炉圧力容

器を逃がし安全弁（第１図④）にて減圧する。 

③原子炉圧力が復水輸送系統圧力以下にて，Ａ－ＲＨＲ Ｒ

ＰＶ代替注水弁（第１図⑤）を「開」し，原子炉圧力容器

への注水が開始されていることを原子炉水位計，原子炉圧

力計，復水輸送ポンプ出口ヘッダ圧力計，ＲＰＶ／ＰＣＶ

注入流量指示値にて確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 操作の容易性について 

復水輸送系による原子炉圧力容器への注水については，現

場対応操作がＢ，Ｃ－ＲＨＲ注水配管洗浄元弁（２弁）の「開」

操作で，その他の操作と監視計器の確認については中央制御

室で対応が可能なため，容易に操作可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，閉止フ

ランジを使用しておら

ず，東海第二は，「補給

水系～消火系～注水配

管」間において，系統分

離のため閉止フランジ

を取り付け（以下，⑤の

相違） 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，吸込ラ

インの切替え弁が無い

ため，対応不要（以下，

⑥の相違） 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑤の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，Ｂ又は

Ｃ－ＲＨＲ配管を使用

する場合，現場手動弁の

開操作が必要（Ａ－ＲＨ

Ｒ配管の場合は，中央操

作で完結）（以下，⑦の

相違） 
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・設備の相違 

【柏崎6/7，東海第二】 

配管構成の相違によ

る注水経路の相違 
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２．代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器

内の冷却 

（１）操作概要 

原子炉冷却材喪失時等において，残留熱除去系が使用不能

となり原子炉格納容器内の除熱機能が喪失した場合，復水補

給水系を使用し，原子炉格納容器内をスプレイする。 

 

 

①復水補給水系から原子炉格納容器までの系統構成として，

タービン負荷遮断弁（第 2図①）を「閉」し，復水移送ポ

ンプ（第 2図④）を起動する。 

 

 

②残留熱除去系洗浄水弁（第 2図③）及び格納容器スプレイ

弁（第 2図⑤）を「開」し，原子炉格納容器内にスプレイ

が開始されたことを格納容器圧力計，復水補給水系統圧力

計，残留熱除去系注入配管流量計にて確認する。その後，

復水補給水系常／非常用連絡管止め弁（第 2図②）を「開」

する。 

 

 

（２）操作の容易性について 

代替格納容器スプレイ冷却系による原子炉格納容器内の冷

却については，現場対応操作が復水補給水系の常／非常用連

絡管止め弁（２弁）の「開」操作で，その他の操作と監視計

器の確認は中央制御室で対応が可能なため，容易に操作可能

である。 

 

 

3. 補給水系による原子炉格納容器内へのスプレイ 

 

(1) 操作の概要 

原子炉冷却材喪失事象等において，残留熱除去系（格納容

器スプレイ冷却系）の機能が喪失した場合，補給水系を使用

した格納容器スプレイを実施する。 

 

①連絡配管閉止フランジ（図①）の付け替えを実施する。 

②補給水系から格納容器までの系統構成として，補給水系―

消火系連絡ライン止め弁（図②及び図③）を「開」し，補

助ボイラ冷却水元弁（図④）を「閉」とする。 

③残留熱除去系（Ｂ）消火系ライン弁（図⑤及び図⑥）を「開」

し，復水移送ポンプ（図⑦）を起動する。 

④残留熱除去系（Ｂ）Ｄ／Ｗスプレイ弁又は残留熱除去系（Ｂ）

Ｓ／Ｃスプレイ弁（図⑧）を「開」とすることで，格納容

器スプレイを開始する。 

⑤格納容器スプレイが開始されることをドライウェル圧力

計，サプレッション・チェンバ圧力計，復水移送系系統圧

力計，残留熱除去系系統流量計にて確認する。 

 

 

(2) 操作の容易性 

補給水系による格納容器内へのスプレイにおける連絡配管

閉止フランジ（図①）の切替操作は，単純作業であり容易に

付け替えが可能である。また，現場対応操作は補給水系―消

火系連絡ライン止め弁（図②及び図③）の 2弁「開」操作，

補助ボイラ冷却水元弁（図④）の 1弁「閉」操作であり，そ

の他の操作と監視計器の確認は中央制御室で対応が可能なた

め，容易に操作可能である。 

2. 復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイ 

 

(1) 操作概要 

原子炉冷却材喪失時等において，残留熱除去系が使用不能

となり原子炉格納容器内の除熱機能が喪失した場合，復水輸

送系を使用し，原子炉格納容器内をスプレイする。 

 

 

①復水輸送系から原子炉格納容器までの系統構成として，Ｃ

ＷＴ Ｔ／Ｂ供給遮断弁（第２図①）を「閉」し，復水輸

送ポンプ（第２図②）を起動する。 

 

 

②Ａ－ＲＨＲドライウェル第１スプレイ弁（第２図③），Ａ－

ＲＨＲドライウェル第２スプレイ弁（第２図④）又はＡ－

ＲＨＲトーラススプレイ弁（第２図⑤）及びＡ－ＲＨＲ Ｒ

ＰＶ代替注水弁（第２図⑥）を「開」し，原子炉格納容器

内にスプレイが開始されたことをドライウェル圧力計，復

水輸送ポンプ出口ヘッダ圧力計，ＲＰＶ／ＰＣＶ注入流量

計にて確認する。 

 

(2) 操作の容易性について 

復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイについて

は，現場対応操作がＢ－ＲＨＲ注水配管洗浄元弁の「開」操

作で，その他の操作と監視計器の確認は中央制御室で対応が

可能なため，容易に操作可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑤の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑥の相違 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑤の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑥の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑦の相違 
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・設備の相違 

【柏崎6/7，東海第二】 

配管構成の相違によ

る注水経路の相違 
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３．格納容器下部注水系（常設）による原子炉格納容器下部への

注水 

（１）操作概要 

炉心の著しい損傷が発生した場合，原子炉圧力容器が破損

して原子炉格納容器下部に放出される溶融炉心を冷却するた

め，専用の注水ライン弁を「開」とし，復水補給水系による

原子炉格納容器下部への水張りを行う。 

①復水補給水系から原子炉格納容器下部までの系統構成とし

て，タービン負荷遮断弁（第 3図①）を「閉」し，復水移

送ポンプ（第 3図③）を起動する。

②格納容器下部注水弁（第 3図④）を「開」とし，原子炉格

納容器下部への注水が開始されたことを格納容器下部注水

流量計，復水補給水系統圧力計にて確認する。その後，復

水補給水系常／非常用連絡管止め弁（第 3図②）を「開」

する。

（２）操作の容易性について 

格納容器下部注水系（常設）による原子炉格納容器下部へ

の注水については，現場対応操作が復水補給水系の常／非常

用連絡管止め弁（２弁）の「開」操作で，その他の操作と監

視計器の確認は中央制御室で対応が可能なため，容易に操作

可能である。 

4. 補給水系によるペデスタル（ドライウェル部）への注水

(1) 操作の概要

炉心損傷時，原子炉圧力容器が破損してペデスタル（ドラ

イウェル部）に放出される溶融炉心を冷却するため，補給水

系によるペデスタル（ドライウェル部）へ水張りを実施する。 

①連絡配管閉止フランジ（図①）の付け替えを実施する。

②補給水系から格納容器までの系統構成として，補給水系―

消火系連絡ライン止め弁（図②及び図③）を「開」し，補

助ボイラ冷却水元弁（図④）を「閉」とする。

③復水移送ポンプ（図⑤）を起動し，格納容器下部注水系ペ

デスタル注入ライン隔離弁（図⑥）及び格納容器下部注水

系ペデスタル注入ライン流量調整弁（図⑦）を「開」とす

ることで，ペデスタル（ドライウェル部）への注水を開始

する。 

④ペデスタル（ドライウェル部）への注水が開始されたこと

を低圧代替注水系格納容器下部注水流量計，復水移送系系

統圧力計にて確認する

(2) 操作の容易性

補給水系によるペデスタル（ドライウェル部）への注水に

おける連絡配管閉止フランジ（図①）の切替操作は，単純作

業であり容易に付け替えが可能である。また，現場対応操作

は補給水系―消火系連絡ライン止め弁（図②及び図③）の 2

弁「開」操作，補助ボイラ冷却水元弁（図④）の 1弁「閉」

操作であり，その他の操作と監視計器の確認は中央制御室で

3. 復水輸送系によるペデスタル内への注水

(1) 操作概要

炉心の著しい損傷が発生した場合，原子炉圧力容器が破損

してペデステル内に放出される溶融炉心を冷却するため，専

用の注水ライン弁を「開」とし，復水輸送系によるペデスタ

ル内への水張りを行う。

【スプレイ管使用の場合】 

①復水輸送系からペデステル内までの系統構成として，ＣＷ

Ｔ Ｔ／Ｂ供給遮断弁（第３図①）を「閉」し，復水輸送

ポンプ（第３図②）を起動する。 

②Ａ－ＲＨＲドライウェル第１スプレイ弁（第３図③）及び

Ａ－ＲＨＲドライウェル第２スプレイ弁（第３図④）を「開」

とする。 

③Ａ－ＲＨＲ ＲＰＶ代替注水弁（第３図⑤）を「調整開」し，

ペデスタル内への注水が開始されたことをＲＰＶ／ＰＣＶ

注入流量計，復水輸送ポンプ出口ヘッダ圧力計にて確認す

る。 

【ペデスタル注水配管使用の場合】 

①復水輸送系からペデステル内までの系統構成として，ＣＷ

Ｔ Ｔ／Ｂ供給遮断弁（第４図①）を「閉」し，復水輸送

ポンプ（第４図②）を起動する。 

②ＭＵＷ ＰＣＶ代替冷却外側隔離弁（第４図③）を「開」

とし，ペデスタル内への注水が開始されたことをペデスタ

ル注水流量計，復水輸送ポンプ出口ヘッダ圧力計にて確認

する。 

(2) 操作の容易性について

復水輸送系によるペデスタル内への注水操作と監視計器の

確認については，中央制御室で対応可能なため，容易に操作

可能である。 

・設備の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，ペデス

タル内への注水と SA 時

の SRV 健全性確保の観

点から，スプレイ管を使

用したペデスタル内へ

の注水手段を整備 

・設備の相違

【東海第二】 

⑤の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

⑥の相違

・設備の相違

【東海第二】 

⑤の相違

【柏崎 6/7】 

⑥の相違
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対応が可能なため，容易に操作可能である。  

 

 

 

 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，現場対 

応操作不要 

 

 

 

 

 

・設備の相違  

【柏崎 6/7,東海第二】  

島根２号炉は，ペデス

タル内への注水と SA 時

の SRV 健全性確保の観

点から，スプレイ管を使

用したペデスタル内へ

の注水手段を整備 
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・設備の相違

【柏崎6/7，東海第二】 

配管構成の相違によ

る注水経路の相違 
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４．復水補給水系を用いた代替循環冷却 

（１）操作概要 

原子炉冷却材喪失時等において，残留熱除去系が使用不能

となり原子炉格納容器内の除熱機能が喪失した場合，サプレ

ッション・チェンバ・プールを水源とする復水移送ポンプを

使用し，残留熱除去系の配管及び熱交換器を通すことで，原

子炉格納容器の循環冷却を行う。 

① 復水補給水系を用いた代替循環冷却の系統構成として，タ

ービン負荷遮断弁（第 4図①），常／非常用復水貯蔵槽出口

弁（第 4図②，③），復水移送ポンプミニマムフロー弁（A,B,C

ポンプに１弁ずつある）（第 4図④），残留熱除去系熱交換

器出口弁（第 4図⑤）を「閉」し，復水補給水系常／非常

用連絡管止め弁（第 4図⑥），残留熱除去系洗浄水弁（第 4

図⑦），残留熱除去系・高圧炉心注水系止め弁（第 4図⑧）

を「開」し，復水移送ポンプ（第 4図⑨）を起動する。 

② 格納容器スプレイ弁を（第 4図⑩）を「開」し，原子炉格

納容器内にスプレイが開始されたことを格納容器圧力計，

復水補給水系統圧力計，残留熱除去系注入配管流量計にて

確認する。 

（２）操作の容易性について 

復水補給水系を用いた代替循環冷却については，現場で操

作が必要な弁が復水貯蔵槽出口弁，復水補給水系常／非常用

連絡管止め弁，復水移送ポンプミニマムフロー弁等の９弁あ

るが，すべて復水移送ポンプ周りに位置しており，その他の

操作と監視計器の確認は中央制御室で対応が可能なため，容

易に操作可能である。 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

④の相違
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５．ほう酸水注入系による進展抑制 

 

（１）操作概要（６号炉） 

高圧注水系及び高圧代替注水系による原子炉圧力容器への

注水機能が喪失した場合，ほう酸水注入ポンプを使用し，復

水貯蔵槽，消火系，純水タンクを水源として原子炉圧力容器

への注水を実施する。（使用する系統は優先順位がある。） 

 

①ほう酸水注入系ポンプ（第 8 図①）を起動し，ほう酸水注

入系ポンプ吸込弁（第 8図②），ほう酸水注入系注入弁（第

8図③）の全開を確認する。 

 

②原子炉圧力容器への注水が開始されていることを原子炉水

位計，ほう酸水注入系ポンプ吐出圧力計及びほう酸水注入

系貯蔵タンク水位計にて確認する。 

 

③ほう酸水注入系テストタンク純水供給元弁（第 8 図④）を

「全閉」操作する。 

④－１純水補給水系を水源としたほう酸水注入系による進展

抑制（優先順位 1） 

 

ほう酸水注入系貯蔵タンク補給水元弁（第 8図⑤），ほ

う酸水注入系貯蔵タンク補給水入口弁（第 8 図⑥）を

「開」し，ほう酸水注入系貯蔵タンクの水張りを実施

する。 

 

④－２復水貯蔵槽を水源としたほう酸水注入系による進展抑

制（優先順位 2） 

復水補給水系と純水補給水系を仮設ホース（第 8図⑦）

で接続し，純水補給水系 MSIV/SRVラッピング室床除染

用ホースコネクション止め弁（第 8 図⑧）を「開」操

作し復水補給水系と純水補給水系を接続する。その後，

ほう酸水注入系貯蔵タンク補給水元弁（第 8図⑤），ほ

う酸水注入系貯蔵タンク補給水入口弁（第 8 図⑥）を

「開」し，ほう酸水注入系貯蔵タンクの水張りを実施

する。 

 

 

1. ほう酸水注入系による原子炉圧力容器への注水 

 

(1) 操作概要 

高圧注水系及び高圧代替注水系による原子炉への注水機能

が喪失した場合，ほう酸水注入ポンプを使用し，純水貯蔵タ

ンクを水源として原子炉圧力容器への注水を実施する。 

 

 

①ほう酸水注入ポンプ（図①）の起動操作を実施する。 

②ほう酸水貯蔵タンク出口弁（図②）及びほう酸水注入系爆

破弁（図③）が「開」となり，原子炉への注水が開始され

る。 

③原子炉への注水が開始されたことを原子炉水位計，ほう酸

水注入ポンプ吐出圧力計にて確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

④ほう酸水貯蔵タンク純水補給ライン元弁（図④）を「開」

とする。 

⑤ほう酸水注入ポンプによる継続注水のため，ほう酸水貯蔵

タンク純水補給水弁（図⑤及び図⑥）を「開」とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入及び

注水（進展抑制） 

(1) 操作概要 

高圧炉心スプレイ系及び高圧原子炉代替注水系による原子

炉圧力容器への注水機能が喪失した場合，ほう酸水注入ポン

プを使用し，復水輸送系等を水源として原子炉圧力容器への

注水を実施する。 

 

①ほう酸水注入ポンプ（第５図①）を起動し，ＳＬＣタンク

出口弁（第５図②）及びＳＬＣ注入弁（第５図③）の全開

を確認する。 

 

②原子炉圧力容器への注水が開始されていることを原子炉水

位計，ほう酸水注入ポンプ出口圧力計，ほう酸水貯蔵タン

ク水位計にて確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．復水輸送系を使用したほう酸水注入系（ほう酸水貯蔵タ

ンク使用の場合）による進展抑制 

③ほう酸水貯蔵タンクを使用した原子炉圧力容器への継

続注水の系統構成として，ホース接続（復水輸送系～

補給水系の間）（第５図④）し，ＭＵＷ工具除染シンク

供給弁（第５図⑤），ＣＷＴ工具類除染シンク除染弁（第

５図⑥）を「開」する。 

④ＳＬＣ封水止め弁（第５図⑦）及びＳＬＣオリフィス

バイパス弁（第５図⑧）を「閉」並びにＳＬＣタンク

補給水入口元弁（第５図⑨）を「開」，ＳＬＣタンク補

給水入口弁（第５図⑩）を「調整開」とし，ほう酸水

貯蔵タンクの水張りを実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

ほう酸水貯蔵タンク

へ水を補給する系統の

相違 
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④－３消火系を水源としたほう酸水注入系による進展抑制

（優先順位 3） 

消火系と純水補給水系を仮設ホース（第 8 図⑨）で接

続し，純水補給水系 MSIV/SRVラッピング室床除染用ホ

ースコネクション止め弁（第 8図⑧），消火栓内の弁（第

8 図⑩）を「開」操作し消火系と純水補給水系を接続

する。その後，ほう酸水注入系貯蔵タンク補給水元弁

（第 8図⑤），ほう酸水注入系貯蔵タンク補給水入口弁

（第 8 図⑥）を「開」し，ほう酸水注入系貯蔵タンク

の水張りを実施する。 

ｂ．復水輸送系を使用したほう酸水注入系（ほう酸水注入系

テストタンク使用の場合）による進展抑制

③ほう酸水注入系テストタンクを使用した原子炉圧力容

器への継続注水の系統構成として，ホース接続（復水

輸送系～補給水系の間）（第５図④）し，ＭＵＷ工具除

染シンク供給弁（第５図⑤），ＣＷＴ工具類除染シンク

除染弁（第５図⑥），ＳＬＣテストタンク出口弁（第５

図⑪），ＳＬＣオリフィスバイパス弁（第５図⑧）を「開」

し，ＳＬＣテストタンクに水張りを行う。 

④ＳＬＣテストタンク水張り後，ＳＬＣ封水止め弁（第

５図⑦），ＳＬＣオリフィスバイパス弁（第５図⑧）を

「閉」する。 

⑤ＳＬＣ注入弁（第５図③）を「開」し，ほう酸水注入

ポンプ（第５図①）を起動する。ほう酸水注入ポンプ

吐出圧力指示値の上昇を確認後，速やかにＳＬＣオリ

フィスバイパス弁（第５図⑧）を調整開とし，ほう酸

水注入系テストタンクに補給を行う。 
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・設備の相違 

【柏崎6/7，東海第二】 

配管構成の相違によ

る注水経路の相違 
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（１）操作概要（７号炉） 

高圧注水系及び高圧代替注水系による原子炉圧力容器への

注水機能が喪失した場合，ほう酸水注入ポンプを使用し，復

水貯蔵槽，消火系，純水タンクを水源として原子炉圧力容器

への注水を実施する。（使用する系統は優先順位がある。） 

 

① ほう酸水注入系ポンプ（第 9図①）を起動し，ほう酸水注

入系ポンプ吸込弁（第 9図②），ほう酸水注入系注入弁（第

9図③）の全開を確認する。 

② 原子炉圧力容器への注水が開始されていることを原子炉

水位計，ほう酸水注入系ポンプ吐出圧力計及びほう酸水注

入系貯蔵タンク水位計にて確認する。 

③ ほう酸水注入系テストタンク純水供給元弁（第 9図④）を

「全閉」操作する。 

④－１純水補給水系を水源としたほう酸水注入系による進展

抑制（優先順位 1） 

ほう酸水注入系貯蔵タンク補給水元弁（第 9図⑤），ほ

う酸水注入系貯蔵タンク補給水入口弁（第 9 図⑥）を

「開」し，ほう酸水注入系貯蔵タンクへの水張りを実

施する。 

④－２復水貯蔵槽を水源としたほう酸水注入系による進展抑

制（優先順位 2） 

復水補給水系と純水補給水系を仮設ホース（第 9図⑦）

で接続し，純水補給水系 MSIV/SRVラッピング室床除染

用ホースコネクション止め弁（第 9図⑧），ほう酸水注

入系貯蔵タンク補給水元弁（第 9図⑤），ほう酸水注入

系貯蔵タンク補給水入口弁（第 9 図⑥）を「開」し，

ほう酸水注入系貯蔵タンクへの水張りを実施する。 

④－３消火系を水源としたほう酸水注入系による進展抑制

（優先順位 3） 

消火系と純水補給水系を仮設ホース（第 9図⑨）で接

続し，MUWP CUW/FPCろ過脱塩器エレメント洗浄室前床

除染用コネクション止め弁（第 9図⑩）又は MUWP 原

子炉建屋除染パン除染用コネクション止め弁（第 9図

⑪），消火栓内の弁（第 9図⑫）を「開」操作し消火系

と純水補給水系を接続する。その後，ほう酸水注入系

貯蔵タンク補給水元弁（第 9図⑤），ほう酸水注入系貯

蔵タンク補給水入口弁（第 9図⑥）を「開」し，ほう

  ・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は単独申

請 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

164



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所(2018.9.18版) 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

酸水注入系貯蔵タンクへの水張りを実施する。
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（２）操作の容易性について 

純水補給水系と復水補給水系をつなぐ仮設ホースの敷設に

ついては，６号及び７号炉ともに同じフロアでの接続であり，

配管の先端に接続治具を取付け，ホースを接続するだけなの

で容易に接続可能である。さらに仮設ホースの敷設以外の現

場対応操作は，ほう酸水注入系テストタンク純水供給元弁の

「開」操作だけである。その他の操作と監視計器の確認は中

央制御室で対応が可能なため，容易に操作可能である。 

(2) 操作の容易性

純水貯蔵タンクを水源としたほう酸水注入系による原子炉

圧力容器への注水は，現場対応操作がほう酸水貯蔵タンク純

水補給ライン元弁（図④）及びほう酸水貯蔵タンク純水補給

水弁（図⑤及び図⑥）の 3 弁「開」操作であり，その他の操

作と監視計器の確認は中央制御室で対応が可能なため，容易

に操作可能である。 

(2) 操作の容易性について

補給水系と復水輸送系をつなぐ仮設ホースの敷設について

は，同じフロアでの接続であり，配管の先端に接続治具を取

付け，ホース接続するだけなので容易に接続可能である。さ

らに仮設ホースの敷設以外の現場対応操作は，ＳＬＣ封水止

め弁及びＳＬＣオリフィスバイパス弁の全閉並びにＳＬＣタ

ンク補給水入口元弁及びＳＬＣタンク補給水入口弁の「開」

操作だけである。その他の操作と監視計器の確認は中央制御

室で対応が可能なため，容易に操作可能である。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

ほう酸水貯蔵タンク

へ水を補給する系統及

び手順の相違 
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・記載表現の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は単独申

請 
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６．消火系による原子炉圧力容器への注水 

 

（１）操作概要 

原子炉冷却材喪失時等において，給水系・非常用炉心冷却

系等による原子炉注水機能が喪失し，原子炉水位を維持でき

ない場合，消火系を使用した原子炉圧力容器への注水を行う。 

 

 

①ディーゼル駆動消火ポンプ（第 13図④）の起動を緊急時対

策本部へ依頼し，消火系から原子炉圧力容器までの系統構

成として，タービン負荷遮断弁（第 13図①）を「閉」し，

消火系連絡弁（第 13図②）を「開」する。 

 

 

 

②残留熱除去系注入弁（第 13図⑥）を「開」し，原子炉圧力

容器を逃がし安全弁（第 13図⑤）にて減圧する。 

③原子炉圧力が消火系統圧力以下にて残留熱除去系洗浄水弁

(第 13図③)を「開」し，原子炉圧力容器への注水が開始さ

れることを原子炉水位計，原子炉圧力計，消火系統圧力計，

残留熱除去系注入配管流量計にて確認する。 

 

 

（２）操作の容易性について 

消火系による原子炉圧力容器への注水操作と監視計器の確

認については，中央制御室で対応が可能なため，容易に操作

可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 消火系による原子炉圧力容器への注水 

 

(1) 操作の概要 

原子炉冷却材喪失事象等において，給水系・非常用炉心冷

却系による原子炉注水機能が喪失し，原子炉水位を維持でき

ない場合，消火系を使用して原子炉圧力容器へ注水を実施す

る。 

 

①消火系から原子炉圧力容器までの系統構成として，補助ボ

イラ冷却水元弁（図①）を「閉」とする。 

 

②ディ―ゼル駆動消火ポンプ（図②）を起動し，残留熱除去

系（Ｂ）消火系ライン弁（図③及び図④）を「開」とする。 

 

 

③原子炉圧力容器を逃がし安全弁（図⑤）にて減圧し，残留

熱除去系（Ｂ）注入弁（図⑥）を「開」とする。 

④原子炉圧力が消火系統圧力以下にて，原子炉への注水が開

始されることを原子炉水位計，原子炉圧力計，消火系系統

圧力計，残留熱除去系系統流量計にて確認する。 

 

 

 

(2) 操作の容易性 

消火系による原子炉圧力容器への注水は，現場対応操作が

補助ボイラ冷却水元弁（図①）の 1弁「閉」操作であり，そ

の他の操作と監視計器の確認は中央制御室で対応が可能なた

め，容易に操作可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 消火系による原子炉圧力容器への注水 

 

(1) 操作概要 

原子炉冷却材喪失時等において，給水系・非常用炉心冷却

系等による原子炉注水機能が喪失し，原子炉水位を維持でき

ない場合，消火系を使用した原子炉圧力容器への注水を行う。 

 

 

①消火系から原子炉圧力容器までの系統構成として，ＣＷＴ 

Ｔ／Ｂ供給遮断弁（第７図①）を「閉」する。 

 

②補助消火ポンプ（第７図②a）又は消火ポンプ（第７図②b）

を起動し，ＣＷＴ系・消火系連絡止め弁（消火系）（第７図

③）及びＣＷＴ系・消火系連絡止め弁（第７図④）を「開」

する。 

③Ａ－ＲＨＲ注水弁（第７図⑤）を「開」し，原子炉圧力容

器を逃がし安全弁（第７図⑥）にて減圧する。 

④原子炉圧力が消火系統圧力以下にてＡ－ＲＨＲ ＲＰＶ代

替注水弁（第７図⑦）を「開」し，原子炉圧力容器への注

水が開始されることを原子炉水位計，原子炉圧力計，消火

ポンプ出口圧力計，ＲＰＶ／ＰＣＶ注入流量計にて確認す

る。 

 

(2) 操作の容易性について 

消火系による原子炉圧力容器への注水操作については，現

場対応操作がＢ，Ｃ－ＲＨＲ注水配管洗浄元弁（２弁）の「開」

操作で，その他の操作と監視計器の確認については中央制御

室で対応が可能なため，容易に操作可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，消火ポ

ンプが電動駆動だが，柏

崎 6/7及び東海第二は，

ディーゼル駆動（以下，

⑧の相違） 

島根２号炉は，補助消

火水槽及び補助消火ポ

ンプを有しており，当該

設備による注水も可能 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑦の相違 
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・設備の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，補助消

火水槽及び補助消火ポ

ンプを有しており，当該

設備による注水も可能 
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・設備の相違

【柏崎6/7，東海第二】 

配管構成の相違によ

る注水経路の相違 
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７．消火系による原子炉格納容器内の冷却 

（１）操作概要 

原子炉冷却材喪失時等において，残留熱除去系等が使用不

能となる等の原子炉格納容器内の除熱機能が喪失した場合，

消火系を使用した原子炉格納容器内のスプレイを行う。 

 

①ディーゼル駆動消火ポンプ（第 14図④）の起動を緊急時

対策本部へ依頼し，消火系から原子炉格納容器までの系統

構成として，タービン負荷遮断弁（第 14図①）を「閉」

し，消火系連絡弁（第 14図②）を「開」する。 

 

 

②残留熱除去系洗浄水弁（第 14 図③）及び格納容器スプレ

イ弁（第 14 図⑤）を「開」し，原子炉格納容器内にスプ

レイが開始されたことを格納容器圧力計，消火系統圧力計，

残留熱除去系注入配管流量計にて確認する。 

 

 

 

 

（２）操作の容易性について 

消火系による原子炉格納容器内の冷却操作と監視計器の確

認については，中央制御室で対応が可能なため，容易に操作

可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ 

(1) 操作の概要 

残留熱除去系が使用不能となり原子炉格納容器の除熱機能

が喪失した場合，消火系を使用した格納容器スプレイを実施

する。 

 

①消火系から原子炉圧力容器までの系統構成として，補助ボ

イラ冷却水元弁（図①）を「閉」とする。 

②ディ―ゼル駆動消火ポンプ（図②）を起動し，残留熱除去

系（Ｂ）消火系ライン弁（図③及び図④）を「開」とする。 

 

 

③残留熱除去系（Ｂ）Ｄ／Ｗスプレイ弁又は残留熱除去系（Ｂ）

Ｓ／Ｃスプレイ弁（図⑤）を「開」とすることで，格納容

器スプレイを開始する。 

④格納容器スプレイが開始されることをドライウェル圧力

計，サプレッション・チェンバ圧力計，消火系系統圧力計，

残留熱除去系系統流量計にて確認する。 

 

 

(2) 操作の容易性 

消火系による原子炉格納容器内へのスプレイは，現場対応

操作が補助ボイラ冷却水元弁（図①）の 1弁「閉」操作であ

り，その他の操作と監視計器の確認は中央制御室で対応が可

能なため，容易に操作可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ 

(1) 操作概要 

原子炉冷却材喪失時等において，残留熱除去系等が使用不

能になる等の原子炉格納容器内の除熱機能が喪失した場合，

消火系を使用した原子炉格納容器内のスプレイを行う。 

 

①消火系から原子炉格納容器までの系統構成として，ＣＷＴ 

Ｔ／Ｂ供給遮断弁（第８図①）を「閉」する。 

②補助消火ポンプ（第８図②a）又は消火ポンプ（第８図②b）

を起動し，ＣＷＴ系・消火系連絡止め弁（消火系）（第８図

③）及びＣＷＴ系・消火系連絡止め弁（第８図④）を「開」

する。 

③Ａ－ＲＨＲドライウェル第１スプレイ弁（第８図⑤）,Ａ－

ＲＨＲドライウェル第２スプレイ弁（第２図⑥）又はＡ－

ＲＨＲトーラススプレイ弁（第８図⑦）及びＡ－ＲＨＲ Ｒ

ＰＶ代替注水弁（第８図⑧）を「開」し，原子炉格納容器

内にスプレイが開始されたことをドライウェル圧力計，消

火ポンプ出口圧力計，ＲＰＶ／ＰＣＶ注入流量計にて確認

する。 

 

(2) 操作の容易性について 

消火系による原子炉格納容器内へのスプレイは，現場対応

操作がＢ－ＲＨＲ注水配管洗浄元弁の「開」操作であり，そ

の他の操作と監視計器の確認は，中央制御室で対応が可能な

ため，容易に操作可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑧の相違 

島根２号炉は，補助消

火水槽及び補助消火ポ

ンプを有しており，当該

設備によるスプレイも

可能 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑦の相違 
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・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，補助消

火水槽及び補助消火ポ

ンプを有しており，当該

設備によるスプレイも

可能 
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・設備の相違 

【柏崎6/7，東海第二】 

配管構成の相違によ

る注水経路の相違 
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８．消火系による原子炉格納容器下部への注水 

（１）操作概要 

炉心の著しい損傷が発生した場合，原子炉圧力容器が破損

して原子炉格納容器下部に放出される溶融炉心を冷却するた

め，専用の注水ライン弁を「開」とし，消火系による原子炉

格納容器下部への水張りを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①ディーゼル駆動消火ポンプ（第 15図③）の起動を緊急時対

策本部へ依頼し，消火系から原子炉格納容器下部までの系

統構成として，タービン負荷遮断弁（第 15図①）を「閉」，

消火系連絡弁（第 15図②）を「開」する。 

 

②格納容器下部注水弁（第 15図④）を「開」とし，原子炉格

納容器下部への注水が開始されたことを，格納容器下部注

水流量計，格納容器下部温度にて確認する。 

 

 

 

 

（２）操作の容易性について 

消火系による原子炉格納容器下部への注水操作と監視計器

の確認については，中央制御室で対応が可能なため，容易に

操作可能である。 

 

7. 消火系によるペデスタル（ドライウェル部）への注水 

(1) 操作の概要 

炉心損傷時，原子炉圧力容器が破損してペデスタル（ドラ

イウェル部）に放出される溶融炉心を冷却するため，消火系

によるペデスタル（ドライウェル部）へ水張りを実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①消火系から原子炉圧力容器までの系統構成として，補助

ボイラ冷却水元弁（図①）を「閉」とする。 

②ディ―ゼル駆動消火ポンプ（図②）を起動する。 

 

 

③格納容器下部注水系ペデスタル注入ライン隔離弁（図③）

及び格納容器下部注水系ペデスタル注入ライン流量調整

弁（図④）を「開」しペデスタル（ドライウェル部）へ

の注水を開始する。 

④ペデスタル（ドライウェル部）への注水が開始されるこ

とを低圧代替注水系格納容器下部注水流量計，消火系系

統圧力計にて確認する。 

(2) 操作の容易性 

消火系によるペデスタル（ドライウェル部）への注水は，

現場対応操作が補助ボイラ冷却水元弁（図①）の 1弁「閉」

操作であり，その他の操作と監視計器の確認は中央制御室で

対応が可能なため，容易に操作可能である。 

7. 消火系によるペデスタル内への注水 

(1) 操作概要 

炉心の著しい損傷が発生した場合，原子炉圧力容器が破損

してペデステル内に放出される溶融炉心を冷却するため，専

用の注水ライン弁を「開」とし，消火系によるペデスタル内

への水張りを行う。 

【スプレイ管使用の場合】 

①消火系から原子炉格納容器までの系統構成として，ＣＷＴ 

Ｔ／Ｂ供給遮断弁（第９図①）を「閉」する。 

②補助消火ポンプ（第９図②a）又は消火ポンプ（第９図②b）

を起動し，ＣＷＴ系・消火系連絡止め弁（消火系）（第９図

③）及びＣＷＴ系・消火系連絡止め弁（第９図④）を「開」

する。 

③Ａ－ＲＨＲドライウェル第１スプレイ弁（第９図⑤）及び

Ａ－ＲＨＲドライウェル第２スプレイ弁（第９図⑥）を「開」

とする。 

④Ａ－ＲＨＲ ＲＰＶ代替注水弁（第９図⑦）を「調整開」し，

ペデスタル内への注水が開始されたことをＲＰＶ／ＰＣＶ

注入流量計，復水輸送ポンプ出口ヘッダ圧力計にて確認す

る。 

【ペデスタル注水配管使用の場合】 

①消火系からペデスタル内までの系統構成として，ＣＷＴ 

Ｔ／Ｂ供給遮断弁（第 10図①）を「閉」し，補助消火ポン

プ（第 10図②a）又は消火ポンプ（第 10図②b）を起動する。 

②ＣＷＴ系・消火系連絡止め弁（消火系）（第 10図③），ＣＷ

Ｔ系・消火系連絡止め弁（第 10図④）を「開」する。 

③ＭＵＷ ＰＣＶ代替冷却外側隔離弁（第 10図⑤）を「開」

とし，ペデスタル内へ注水されたことを，ペデスタル注水

流量計，ペデスタル温度計にて確認する。 

 

 

 

 

(2) 操作の容易性について 

消火系によるペデスタル内への注水操作と監視計器の確認

については，中央制御室で対応可能なため，容易に操作可能

である。 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違  

【柏崎 6/7,東海第二】  

島根２号炉は，ペデス

タル内への注水と SA 時

の SRV 健全性確保の観

点から，スプレイ管を使

用したペデスタル内へ

の注水手段を整備 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑧の相違 

島根２号炉は，補助消

火水槽及び補助消火ポ

ンプを有しており，当該

設備による注水も可能 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，現場対

応操作不要 
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・設備の相違  

【柏崎 6/7,東海第二】  

島根２号炉は，ペデス

タル内への注水と SA 時

の SRV 健全性確保の観

点から，スプレイ管を使

用したペデスタル内へ

の注水手段を整備 
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・設備の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，ペデス

タル内への注水と SA 時

の SRV 健全性確保の観

点から，スプレイ管を使

用したペデスタル内へ

の注水手段を整備 
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・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，補助消

火水槽及び補助消火ポ

ンプを有しており，当該

設備による注水も可能 
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・設備の相違 

【柏崎6/7，東海第二】 

配管構成の相違によ

る注水経路の相違 
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９．消火系による使用済燃料プールへの注水 

（１）操作概要 

使用済燃料プール水位が低下し，使用済燃料プールの補給

が必要な状態にもかかわらず，サプレッションプール水浄化

系，残留熱除去系等が使用不能で使用済燃料プールへの補給

ができない場合において，消火系を使用した使用済燃料プー

ル注水を行う。 

 

①ディーゼル駆動消火ポンプ（第 16図④）の起動を緊急時対

策本部へ依頼し，消火系から使用済燃料プールまでの系統

構成として，タービン負荷遮断弁（第 16図①）を「閉」し，

消火系連絡弁（第 16図②）を「開」する。 

 

 

②残留熱除去系洗浄水弁（第 16図③）及び残留熱除去系燃料

プール側出口弁（第 16図⑤）を「開」し，使用済燃料プー

ルへ注水されたことを使用済燃料プール水位計，消火系統

圧力計，残留熱除去系注入配管流量計にて確認する。 

 

 

（２）操作の容易性について 

消火系による使用済燃料プールへの注水操作と監視計器の

確認については，中央制御室で対応が可能なため，容易に操

作可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 消火系による使用済燃料プ―ル注水 

(1) 操作の概要 

使用済燃料プ―ル水位が低下し，使用済燃料プ―ルの補給

が必要な状態にもかかわらず，残留熱除去系が使用不能で使

用済燃料プ―ルへの補給が出来ない場合において，消火系を

使用した使用済燃料プ―ルへの注水を実施する。 

 

 

①消火系から使用済燃料プ―ルまでの系統構成として，補助

ボイラ冷却水元弁（図①）を「閉」とする。 

②ディ―ゼル駆動消火ポンプ（図②）を起動し，残留熱除去

系（Ｂ）消火系ライン弁（図③及び図④）を「開」とする。 

 

 

③残留熱除去系（Ｂ）燃料プ―ル冷却浄化系ライン隔離弁（図

⑤）及び残留熱除去系使用済燃料プ―ルリサイクル弁（図

⑥）を「開」とする。 

④使用済燃料プ―ルへ注水されたことを使用済燃料プ―ル水

位計，消火系系統圧力計にて確認する。 

 

(2) 操作の容易性 

消火系による使用済燃料プ―ル注水は，現場対応操作が補

助ボイラ冷却水元弁（図①）の 1弁「閉」操作，残留熱除去

系（Ｂ）燃料プ―ル冷却浄化系ライン隔離弁（図⑤）及び残

留熱除去系使用済燃料プ―ルリサイクル弁（図⑥）の 2弁「開」

操作であり，その他の操作と監視計器の確認は中央制御室で

対応が可能なため，容易に操作可能である。 

8. 消火系による燃料プールへの注水 

(1) 操作概要 

燃料プール水位が低下し，燃料プールの補給が必要な状態

にもかかわらず，残留熱除去系等が使用不能で燃料プールへ

の補給ができない場合において，消火系を使用した燃料プー

ルへの注水を行う。 

 

 

①消火系から燃料プールまでの系統構成として，ＣＷＴ Ｔ

／Ｂ供給遮断弁（第 11図①）を「閉」する。 

②補助消火ポンプ（第 11図②a）又は消火ポンプ（第 11図②

b）を起動し，ＣＷＴ系・消火系連絡止め弁（消火系）（第

11図③）及びＣＷＴ系・消火系連絡止め弁（第 11図④）

を「開」する。 

③ＦＰＣスキマサージタンク補給水元弁（第 11図⑤）を「開」

し，燃料プールへ注水されたことを燃料プール水位計，消

火ポンプ出口圧力計にて確認する。 

 

 

 

(2) 操作の容易性について 

消火系による燃料プールへの注水操作と監視計器の確認に

ついては，中央制御室で対応が可能なため，容易に操作可能

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，サプレ

ッションプール水浄化

系を有しない 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑧の相違 

島根２号炉は，補助消

火水槽及び補助消火ポ

ンプを有しており，当該

設備による注水も可能 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，現場対

応操作不要 
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・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，補助消

火水槽及び補助消火ポ

ンプを有しており，当該

設備による注水も可能 
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・設備の相違 

【柏崎6/7，東海第二】 

配管構成の相違によ

る注水経路の相違 
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 9. 緊急時対策室建屋ガスタ―ビン発電機による給電 

(1) 操作の概要 

全交流動力電源が喪失し，非常用所内電気設備が使用でき

ない場合において，緊急時対策室建屋（旧緊急時対策所）の

ガスタ―ビン発電機を用いて非常用所内電気設備への給電を

行うことにより，重大事故等の対処に必要な電源を確保する。 

 

①原子炉建屋付属棟のパワ―センタ２Ｄの受電遮断機及び負

荷遮断器を「切」とし，動的負荷の自動起動防止のための

操作スイッチを隔離する（図①）。 

②緊急時対策室建屋内にて電源切替盤の緊急時対策室建屋受

電用ブレ―カを「ＯＦＦ」にする（図②）。 

③緊急時対策室建屋内にて電源切替盤の電磁接触器に動力仮

設ケ―ブルを接続する（図②）。 

④緊急時対策室建屋内にて電源切替盤のパワ―センタ２Ｄ受

電用ブレ―カを「ＯＮ」にする（図②）。 

⑤緊急時対策室建屋のガスタ―ビン発電機を起動し，パワ―

センタ２Ｄ間の電路への給電を実施する（図③）。 

⑥原子炉建屋付属棟のパワ―センタ２Ｄの緊急時対策室建屋

受電遮断器を「入」とし，必要な負荷へ給電する（図④）。 

 

(2) 操作の容易性 

パワ―センタ２Ｄへの給電は，緊急時対策室建屋の電源

切替盤にて電路構成のための動力仮設ケ―ブルの接続作業

を行うが，敷設するケ―ブルも短く接続も容易に行える。

また，その他の操作は緊急時対策室建屋ガスタ―ビン制御

盤及び中央制御室で対応可能なため，容易に操作が可能で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 
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・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 
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まとめ資料比較表 〔添付 1.0.3 予備品等の確保及び保管場所について〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

相違No. 相違理由

① 島根２号炉の残留熱除去系とＡ，Ｂ－ＤＧは原子炉補機冷却系の負荷であり原子炉補機海水ポンプにて海水系を供給

② 原子炉補機冷却系について，原子炉補機海水系と設置場所が同一ではない屋内に設置しているため島根２号炉は選定対象外

③ プラントの相違による表の内容の相違

④ 島根２号炉（ＢＷＲ)は，除熱機能を有するＲＨＲ系が２系統，柏崎6/7（ＡＢＷＲ)はＲＨＲ系が３系統

⑤ 島根２号炉は，協力企業の社員についても期待

　比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。
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添付資料 1.0.3

柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉 

予備品等の確保及び保管場所について 

東海第二発電所 

予備品等の確保及び保管場所について 

添付資料 1.0.3 

島根原子力発電所２号炉 

予備品等の確保及び保管場所について 

＜ 目 次 ＞ 

１. 重要安全施設 ·································································

1.0.3-1 

２. 予備品等の確保 ·······························································

1.0.3-1 

３. 予備品等の保管場所 ···························································

1.0.3-2 

第１表 重要安全施設一覧 ··························································

1.0.3-3 

第２表 予備品及び予備品への取り替えのために必要な機材 ····························

1.0.3-5 

第１図 予備品等の保管場所 ························································

1.0.3-7 

補足１ 予備品の確保等の考え方  ···················································

1.0.3-8 

＜目 次＞ 

１．重要安全施設 ·································································

1.0.3－1 

２．予備品等の確保 ·······························································

1.0.3－1 

３．予備品等の保管場所 ···························································

1.0.3－3 

第 1.0.3－1 表 重要安全施設一覧 ················································

1.0.3－4 

第 1.0.3－2 表 予備品及び予備品への取替えのために 

必要な機材 ··························

1.0.3－6 

第 1.0.3－1 図 予備品等の保管場所 ··············································

1.0.3－7 

補足１ 予備品の確保等の考え方··················································

1.0.3－8 

＜ 目 次 ＞ 
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第１図 予備品等の保管場所及びアクセスルート ·····································

1.0.3-7 
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「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発

生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能

力に係る審査基準」のうち，「1.0 共通事項（２）復旧作業に係

る要求事項 ①予備品等の確保」において，重要安全施設の適切

な予備品等を確保することが規定されている。 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の

基準に関する規則」（以下「設置許可基準規則」という。）第二

条において，「重要安全施設とは，安全施設のうち，安全機能の

重要度が特に高い安全機能を有するものをいう。」とされてい

る。 

また，設置許可基準規則第十二条の解釈において「安全機能を

有する系統のうち，安全機能の重要度が特に高い安全機能を有す

るもの」の機能が示されている。 

ここでは，これら重要安全施設のうち，重要安全施設の取替え

可能な機器及び部品等に対する予備品及び予備品への取り替えの

ために必要な機材等の確保及び保管場所について記載する。 

「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発

生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能

力に係る審査基準」のうち，「1.0 共通事項（2）復旧作業に係

る要求事項 ①予備品等の確保」において，重要安全施設の適切

な予備品等を確保することが規定されている。 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の

基準に関する規則」（以下「設置許可基準規則」という。）第二

条において，「重要安全施設とは，安全施設のうち，安全機能の

重要度が特に高い安全機能を有するものをいう。」とされてい

る。 

また，設置許可基準規則第十二条の解釈において「安全機能を

有する系統のうち，安全機能の重要度が特に高い安全機能を有す

るもの」の機能が示されている。 

ここでは，これら重要安全施設のうち，重要安全施設の取替え

可能な機器及び部品等に対する予備品及び予備品への取替のため

に必要な機材等の選定及び保管場所について記載する。 

「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発

生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能

力に係る審査基準」のうち，「1.0 共通事項（２）復旧作業に

係る要求事項 ①予備品等の確保」において，重要安全施設の適

切な予備品等を確保することが規定されている。 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の

基準に関する規則」（以下「設置許可基準規則」という。）第二

条において，「重要安全施設とは，安全施設のうち，安全機能の

重要度が特に高い安全機能を有するものをいう。」とされてい

る。 

また，設置許可基準規則第十二条の解釈において「安全機能を

有する系統のうち，安全機能の重要度が特に高い安全機能を有す

るもの」の機能が示されている。 

ここでは，これら重要安全施設のうち，重要安全施設の取り替

え可能な機器及び部品等に対する予備品及び予備品への取り替え

のために必要な機材等の確保及び保管場所について記載する。 

１. 重要安全施設

上記の設置許可基準規則第十二条の解釈の表に規定された安

全機能の重要度が特に高い安全機能に対応する具体的な系統・

設備を第１表に示す。 

１．重要安全施設 

上記の設置許可基準規則第十二条の解釈の表に規定された安

全機能の重要度が特に高い安全機能に対応する具体的な系統・

設備を第 1.0.3－1表に示す。 

1. 重要安全施設

上記の設置許可基準規則第十二条の解釈の表に規定された安

全機能の重要度が特に高い安全機能に対応する具体的な系統・

設備を第１表に示す。 

２. 予備品等の確保

重大事故等時の事故対応については，重大事故等対処設備に

て実施することにより，事故収束を行う。 

事故収束を継続させるためには，機能喪失した重要安全施設

の機能回復を図ることが有効な手段であるため，以下の方針に

基づき重要安全施設の取替え可能な機器，部品等の復旧作業を

優先的に実施することとし，そのために必要な予備品を確保す

る。 

２．予備品等の確保 

重大事故等発生後の事故対応については，重大事故等対処設

備にて実施することにより，事故収束を行う。 

事故収束を継続させるためには，機能喪失した重要安全施設

の機能回復を図ることが有効な手段であるため，以下の方針に

基づき重要安全施設の取替え可能な機器，部品等の復旧作業を

優先的に実施することとし，そのために必要な予備品をあらか

じめ確保する。 

2. 予備品等の確保

重大事故等発生後の事故対応については，重大事故等対処設

備にて実施することにより，事故収束を行う。 

事故収束を継続させるためには，機能喪失した重要安全施設

の機能回復を図ることが有効な手段であるため，以下の方針に

基づき重要安全施設の取り替え可能な機器，部品等の復旧作業

を優先的に実施することとし，そのために必要な予備品をあら

かじめ確保する。 
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・ 短期的には重大事故等対処設備で対応を行い，その後

の事故収束対応の信頼性向上のため長期的に使用する

設備を復旧する。

・ 単一の重要安全施設の機能を回復することによって，

重要安全施設の多数の設備の機能を回復することがで

き，事故収束を実施する上で最も効果が大きいサポー

ト系設備を復旧する。

・ 復旧作業の実施に当たっては，復旧が困難な設備につ

いても，復旧するための対策を検討し実施することと

するが，放射線の影響，その他の作業環境条件の観点

を踏まえ，復旧作業の成立性が高い設備を復旧する。

・短期的には重大事故等対処設備で対応を行い，その後の

事故収束対応の信頼性向上のため長期的に使用する設備を

復旧する。

・単一の重要安全施設の機能を回復することによって，重

要安全施設の多数の設備の機能を回復することができ，事

故収束を実施する上で最も効果が大きいサポート系設備を

復旧する。

・復旧作業の実施に当たっては，復旧が困難な設備につい

ても，復旧するための対策を検討し実施することとする

が，放射線の影響，その他の作業環境条件を踏まえ，復旧

作業の成立性が高い設備を復旧する。

・ 短期的には重大事故等対処設備で対応を行い，その後

の事故収束対応の信頼性向上のため長期的に使用する

設備を復旧する。

・ 単一の重要安全施設の機能を回復することによって，

重要安全施設の多数の設備の機能を回復することがで

き，事故収束を実施する上で最も効果が大きいサポー

ト系設備を復旧する。

・ 復旧作業の実施に当たっては，復旧が困難な設備につ

いても，復旧するための対策を検討し実施することと

するが，放射線の影響，その他の作業環境条件を踏ま

え，復旧作業の成立性が高い設備を復旧する。

上記の方針に適合する系統としてタービン建屋に設置してい

る設備である原子炉補機冷却海水系ポンプ及び原子炉補機冷却

水系ポンプは自然災害の影響を受ける可能性があるため対象機

器として選定し，予備品として保有することで復旧までの時間

が短縮でき，成立性の高い作業で機能回復できる機器であり，

機械的故障と電気的故障の要因が考えられる原子炉補機冷却海

水ポンプ電動機及び原子炉補機冷却水ポンプ電動機を予備品と

して確保する。 

上記の方針に適合する系統として海水ポンプ室に設置してい

る設備である残留熱除去系海水系，ディーゼル発電機海水系は

自然災害の影響を受ける可能性があるため対象機器として選定

し，予備品として保有することで復旧までの時間が短縮でき，

成立性の高い作業で機能回復できる機器であり，機械的故障と

電気的故障の要因が考えられる残留熱除去系海水系ポンプ電動

機，ディーゼル発電機海水系ポンプ電動機を予備品として確保

する。確保する予備品については，保全計画に基づく定期的な

機能確認を行う。 

上記の方針に適合する系統として屋外に設置している設備で

ある原子炉補機海水ポンプは自然災害の影響を受ける可能性が

あるため対象機器として選定し，予備品として保有することで

復旧までの時間が短縮でき，成立性の高い作業で機能回復でき

る機器であり，機械的故障と電気的故障の要因が考えられる原

子炉補機海水ポンプ電動機を予備品として確保する。確保する

予備品については，保全計画に基づく定期的な機能確認を行

う。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

原子炉補機海水ポン

プ設置場所の相違 

・設備の相違

【東海第二】 

島根２号炉の残留熱

除去系とＡ，Ｂ－ＤＧ

は原子炉補機冷却系の

負荷であり原子炉補機

海水ポンプにて海水系

を供給（以下，①の相

違） 

【柏崎 6/7】 

原子炉補機冷却系に

ついて，原子炉補機海

水系と設置場所が同一

ではない屋内に設置し

ているため島根２号炉

は選定対象外（以下，

②の相違）

・設備の相違

【東海第二】 

①の相違
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なお，今後も多様な復旧手段の確保，復旧を想定する機器の

拡大，その他の有効な復旧対策について継続的な検討を行うと

ともに，そのために必要な予備品の確保に努める。 

また，予備品への取り替え作業に必要な資機材等として，が

れき撤去等のためのホイールローダ，予備品への取り替え時に

使用する重機としてラフタークレーン，夜間の対応を想定した

照明機器等及びその他作業環境を想定した資機材を確保する。 

３. 予備品等の保管場所

予備品等については，地震による周辺斜面の崩落，敷地下斜

面のすべり，津波による浸水の外部事象の影響を受けにくい場

所に重要安全施設との位置的分散を考慮し保管する。 

保管場所については，可搬型重大事故等対処設備と同じであ

り，保管場所及び屋外アクセスルートの対策概要については，

添付 1.0.2 可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセス

ルートについての「２．概要（１）保管場所及びアクセスルー

ト」に記載する。

なお，設備の復旧作業場所へのアクセスルートについては，

第１図に示す複数ルートのうち少なくとも１ルート確保された

アクセスルートを使用して，予備品の保管場所から復旧作業場

所へ予備品を移動させて復旧する。 

また，保管場所及びアクセスルートの点検管理については，

添付 1.0.2 可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセス

ルートについて記載している「保管場所及びアクセスルート等

の点検状況」と同じ点検管理を実施する。 

なお，今後も多様な復旧手段の確保，復旧を想定する機器の

拡大，その他の有効な復旧対策について継続的な検討を行うと

ともに，そのために必要な予備品の確保を行う。 

また，予備品の取替作業に必要な資機材として，がれき撤去

のためのホイールローダ等，予備品取替時に使用する重機とし

てクレーン等，夜間の対応を想定した照明機器等及びその他作

業環境を想定した資機材をあらかじめ確保する。（第 1.0.3－

2表） 

３．予備品等の保管場所 

予備品等については，地震による周辺斜面の崩落，敷地下斜

面のすべり，津波（敷地に遡上する津波を含む。）による浸水

等の外部事象の影響を受けにくい場所に当該重要安全施設との

位置的分散を考慮した場所に保管する。 

保管場所については，可搬型重大事故等対処設備と同じであ

り，保管場所及び屋外アクセスルートの対策概要については，

添付 1.0.2可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスル

ートについての「2.保管場所の設定及びアクセスルートの設定

の考え方 2.1概要」に記載する。 

なお，予備品復旧場所へのアクセスルートについては，第

1.0.3－1図に示すアクセスルートから複数のルートを確保し

てアクセスし，予備品の保管場所から復旧作業場所へ予備品を

移動させて復旧する。 

また，保管場所及びアクセスルートの点検管理については，

「添付 1.0.2可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセス

ルートについて」で記載している「保管場所及びアクセスルー

ト等の点検について」と同じ点検管理を実施する。

なお，今後も多様な復旧手段の確保，復旧を想定する機器の

拡大，その他の有効な復旧対策について継続的な検討を行うと

ともに，そのために必要な予備品の確保を行う。 

また，予備品への取り替え作業に必要な資機材として，がれ

き撤去等のためのホイールローダ，予備品への取り替え時に使

用する重機としてラフタークレーン，夜間の対応を想定した照

明機器等及びその他作業環境を想定した資機材をあらかじめ確

保する。（第２表参照） 

3. 予備品等の保管場所

予備品等については，地震による周辺斜面の崩壊，敷地下斜

面のすべり，津波による浸水等の外部事象の影響を受けにくい

場所に重要安全施設との位置的分散を考慮し保管する。 

保管場所については，可搬型重大事故等対処設備と同じであ

り，保管場所及び屋外アクセスルートの対策概要については，

「添付 1.0.2 可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセ

スルートについて」の「２．概要」に記載する。

なお，設備の復旧作業場所へのアクセスルートについては，

第１図に示すアクセスルートから複数のルートを確保してアク

セスし，予備品の保管場所から復旧作業場所へ予備品を移動さ

せて復旧する。 

また，保管場所及びアクセスルートの点検管理については，

「添付 1.0.2 可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセ

スルートについて」で記載している「保管場所及びアクセスル

ート等の点検状況」と同じ点検管理を実施する。 

【柏崎 6/7】 

②の相違

・評価内容の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，重大

事故等対処設備の有効

性を確認するための事

故シーケンスの選定に

おいて津波特有の事故

シーケンスを選定して

いない 
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第１表 重要安全施設一覧

 

  

 

 

第 1.0.3－1表 重要安全施設一覧 

 

第１表 重要安全施設一覧 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

プラントの相違によ 

る表の内容の相違（以

下，③の相違） 
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第２表 予備品及び予備品への取り替えのために必要な機材 

1. 予備品

2. がれき撤去用重機

3. 予備品取り替え時に使用する重機

第1.0.3－2表 予備品及び予備品への取替えのために必要な機材 

１．予備品 

２．がれき撤去用重機 

３．予備品取替時に使用する重機 

第２表 予備品及び予備品への取り替えのために必要な機材 

1. 予備品

2. がれき撤去用重機

3. 予備品取り替え時に使用する重機

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

②の相違

【東海第二】 

①の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】

③の相違
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4. 可搬型照明 ４．作業用照明 4. 可搬型照明
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第１図 予備品等の保管場所及びアクセスルート 第 1.0.3－1 図 予備品等の保管場所 第１図 予備品等の保管場所及びアクセスルート 
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補足１ 

予備品の確保等の考え方 

１．残留熱除去系（RHR）の復旧に関する予備品の確保等につい

て 

柏崎刈羽原子力発電所では，アクシデントマネジメント活動

の一環として行われる復旧活動に際して，プラントの安全性確

保に必要な機能を持つ系統・機器を復旧させる手順を「アクシ

デントマネジメント復旧の手引き」にて整備している。本手引

きには，事故収束を安定的に継続するために有効である RHR 

系の復旧手順も盛り込まれており，RHR系（A），（B），

（C）の全ての除熱能力が喪失あるいは低下した際に，「RHR 

系異常発生要因フローチャート」により異常のある系統を判断

し，「機器別故障原因特定マトリクス」にて故障個所の特定を

行い，故障個所に応じた「復旧手順」にて復旧を行う構成とし

ている（第２図）。しかしながら，すべての系統・機器の故障

モードを網羅して予備品を確保することは効率的ではないの

で，以下の方針に基づき重要安全施設の取替え可能な機器，部

品等の復旧作業を優先的に実施することとし，そのために必要

な予備品を確保する。 

・ 短期的には重大事故等対処設備で対応を行い，その後の事

故収束対応の信頼性向上のため長期的に使用する設備を復

旧する。

・ 単一の重要安全施設の機能を回復することによって，重要

安全施設の多数の設備の機能を回復することができ，事故

収束を実施する上で最も効果が大きいサポート系設備を復

旧する。

・ 復旧作業の実施に当たっては，放射線の影響，その他の作

業環境条件の観点を踏まえ，復旧作業の成立性が高い設備

を復旧する。

補足１ 

予備品の確保等の考え方 

１．残留熱除去系及びディーゼル発電機の復旧に関する予備品の

確保等について 

東海第二発電所では，アクシデントマネジメント活動の一環

として行われる復旧活動に際して，プラントの安全性確保に必

要な機能を持つ系統・機器を復旧させる手順を「アクシデント

マネジメント故障機器復旧手順ガイドライン」にて整備してい

る。本ガイドラインには，事故収束を安定的に継続するために

有効である残留熱除去系（以下「ＲＨＲ系」という。）及びデ

ィーゼル発電機（以下「ＤＧ」という。）の復旧手順も盛り込

まれており，ＲＨＲ Ａ系，Ｂ系の全ての除熱能力が喪失ある

いは低下したとき，またはＤＧ全台の発電能力が喪失あるいは

低下したとき，「ＲＨＲ系基本復旧手順フローチャート」及び

「ＤＧ基本復旧手順フローチャート」により異常のある系統を

判断し，「機器別故障原因特定マトリクス」にて故障個所の特

定を行い，故障個所に応じた「復旧手順」にて復旧を行う構成

としている。しかしながら，すべての系統・機器の故障モード

を網羅して予備品を確保することは効率的ではないので，以下

の方針に基づき重要安全施設の取替え可能な機器，部品等の復

旧作業を優先的に実施することとし，そのために必要な予備品

を確保する。 

・短期的には重大事故等対処設備で対応を行い，その後の

事故収束対応の信頼性向上のため長期的に使用する設備を

復旧する。

・単一の重要安全施設の機能を回復することによって，重

要安全施設の多数の設備の機能を回復することができ，事

故収束を実施する上で最も効果が大きいサポート系設備を

復旧する。

・復旧作業の実施に当たっては，復旧が困難な設備につい

ても，復旧するための対策を検討し実施することとする

が，放射線の影響，その他の作業環境条件の観点を踏ま

え，復旧作業の成立性が高い設備を復旧する。

補足１ 

予備品の確保等の考え方 

1. 残留熱除去系（ＲＨＲ）の復旧に関する予備品の確保等につ

いて 

島根原子力発電所では，アクシデントマネジメント活動の一

環として行われる復旧活動に際して，プラントの安全性確保に

必要な機能を持つ系統・機器を復旧させる手順を「原子力災害

対策手順書（復旧班）」にて整備している。本手順書には，事

故収束を安定的に継続するために有効である残留熱除去系（以

下，「ＲＨＲ系」という。）の復旧手順も盛り込まれており，

ＲＨＲ系（A），（B）の全ての除熱能力が喪失あるいは低下し

た際に，「ＲＨＲ系系統異常発生要因フローチャート」により

異常のある系統を判断し，「機器別故障原因特定マトリクス」

にて故障個所の特定を行い，故障個所に応じた「復旧手順」に

て復旧を行う構成としている（第２図）。しかしながら，すべ

ての系統・機器の故障モードを網羅して予備品を確保すること

は効率的ではないので，以下の方針に基づき重要安全施設の取

り替え可能な機器，部品等の復旧作業を優先的に実施すること

とし，そのために必要な予備品を確保する。 

・ 短期的には重大事故等対処設備で対応を行い，その後の事

故収束対応の信頼性向上のため長期的に使用する設備を復

旧する。

・ 単一の重要安全施設の機能を回復することによって，重要

安全施設の多数の設備の機能を回復することができ，事故

収束を実施する上で最も効果が大きいサポート系設備を復

旧する。

・ 復旧作業の実施に当たっては，復旧が困難な設備について

も，復旧するための対策を検討し実施することとするが，

放射線の影響，その他の作業環境条件の観点を踏まえ，復

旧作業の成立性が高い設備を復旧する。

・設備の相違

【東海第二】 

①の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉（ＢＷＲ)

は，除熱機能を有する

ＲＨＲ系が２系統，柏

崎 6/7（ＡＢＷＲ)はＲ

ＨＲ系が３系統（以

下，④の相違） 

195



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

上記の方針に適合する系統として原子炉補機冷却海水系及び

原子炉補機冷却水系を選定し，予備品を保有することで復旧ま

での時間が短縮でき成立性の高い作業で機能回復できる機器と

して，原子炉補機冷却海水ポンプ電動機及び原子炉補機冷却水

ポンプ電動機を予備品として確保する。 

なお，RHR 系については，防潮堤等の津波対策及び原子炉建

屋内の内部溢水対策により区分分離されていること，さらに

ABWR の残留熱除去系は３系統あることから，東日本大震災の

ように複数の残留熱除去系が同時浸水により機能喪失すること

はないと考えられるが，ある１系統の残留熱除去系の電動機が

浸水し，当該の残留熱除去系が機能喪失に至った場合において

も，他系統の残留熱除去系の電動機を接続することにより復旧

する手順を準備する。 

２．予備品を用いた復旧作業について 

重大事故等発生後の事故対応については，重大事故等対処設

備にて対応することにより事故収束を行うことから，必要な作

業については当社のみで実施できるようにしている。 

一方，予備品を用いた補機冷却系ポンプ電動機の復旧作業は

上記に該当せず，協力企業の支援による実施を考えている。し

かしながら，本復旧作業は事故収束後のプラントの安定状態を

継続する上で有効であることから，直営訓練等を通じて復旧手

順の整備や作業内容把握，技能訓練施設において予備品の類似

機器を用いた分解点検や組立作業訓練等を通じて現場技能向上

への取り組みを継続的に実施していく。 

上記の方針に適合する系統としてＲＨＲ系海水系及びＤＧ海

水系を選定し，予備品を保有することで復旧までの時間が短縮

でき成立性の高い作業で機能回復できる機器として，ＲＨＲ系

海水ポンプ電動機及びＤＧ海水系ポンプ電動機を予備品として

確保する。 

確保する予備品については，保全計画に基づく定期的な機能

確認を行う。 

なお，ＲＨＲ系については，防潮堤等の津波対策及び原子炉

建屋内の内部溢水対策により区分分離されていること，更にＲ

ＨＲ系は３系統あることから，東日本大震災のように複数のＲ

ＨＲ系が同時浸水により機能喪失することはないと考えられる

が，ある１系統のＲＨＲ系の電動機が浸水し，当該のＲＨＲ系

が機能喪失に至った場合においても，他系統のＲＨＲ系の電動

機を接続することにより復旧する手順を準備する。 

２．予備品を用いた復旧作業について 

重大事故等発生後の事故対応については，重大事故等対処設

備にて対応することにより事故収束を行うことから，必要な作

業については当社のみで実施できるようにしている。 

一方，予備品を用いたＲＨＲ系海水ポンプ電動機及びＤＧ海

水系ポンプ電動機の復旧作業は上記に該当せず，協力企業の支

援による実施を考えている。しかしながら，本復旧作業は事故

収束後のプラントの安定状態を継続する上で有効であることか

ら，当社社員のみで対応できるように訓練等を通じて復旧手順

の整備や作業内容把握，総合研修センターにおいて予備品の類

似機器を用いた分解点検や組立作業訓練等を通じて現場技能向

上への取り組みを継続的に実施していく。 

上記の方針に適合する系統として原子炉補機海水系を選定

し，予備品を保有することで復旧までの時間が短縮でき成立性

の高い作業で機能回復できる機器として，原子炉補機海水ポン

プ電動機を予備品として確保する。 

確保する予備品については，保全計画に基づく定期的な機能

確認を行う。 

なお，残留熱を除去する機能を有するＲＨＲ系は２系統（Ｒ

ＨＲ系３系統のうち１系統は注水機能のみ）あり，防波壁等の

津波対策及び原子炉建物内の内部溢水対策により区分分離され

ていることから，東日本大震災のように複数のＲＨＲ系が同時

浸水により機能喪失することはないと考えられるが，ある１系

統のＲＨＲ系の電動機が浸水し，当該のＲＨＲ系が機能喪失に

至った場合においても，他系統のＲＨＲ系の電動機を接続する

ことにより復旧する手順を準備する。 

2. 予備品を用いた復旧作業について

重大事故等発生後の事故対応については，重大事故等対処設

備にて対応することにより事故収束を行うことから，必要な作

業については当社社員及び協力会社社員で実施できるようにし

ている。 

また，予備品を用いた原子炉補機海水ポンプ電動機の復旧作

業は協力会社の支援による実施を考えている。 

本復旧作業は事故収束後のプラントの安定状態を継続する上

で有効であることから，直営訓練等を通じて復旧手順の整備や

作業内容把握，訓練施設において予備品の類似機器を用いた分

解点検や組立作業訓練等を通じて現場技能向上への取り組みを

継続的に実施していく。 

・設備の相違

【東海第二】 

①の相違

【柏崎 6/7】 

②の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

②の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

④の相違

【東海第二】 

島根２号炉もＲＨＲ

系は３系統あるが，除

熱機能を有さないＣ系

は配管等の取合いが異

なるため他２系統と電

動機の共用が不可能 

・体制の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，協力

企業の社員についても

期待（以下，⑤の相

違） 

・体制の相違

【東海第二】 

⑤の相違
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第２図 残留熱除去系の復旧手順書の記載例（１／５） 

第２図 残留熱除去系の復旧手順書の記載例（１／７） 
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第２図 残留熱除去系の復旧手順書の記載例（２／５） 第２図 残留熱除去系の復旧手順書の記載例（２／７） 
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第２図 残留熱除去系の復旧手順書の記載例（３／５） 第２図 残留熱除去系の復旧手順書の記載例（３／７） 
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第２図 残留熱除去系の復旧手順書の記載例（４／５） 

第２図 残留熱除去系の復旧手順書の記載例（４／７） 
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第２図 残留熱除去系の復旧手順書の記載例（５／５） 第２図 残留熱除去系の復旧手順書の記載例（５／７） 
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第２図 残留熱除去系の復旧手順書の記載例（６／７） 
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第２図 残留熱除去系の復旧手順書の記載例（７／７） 
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